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協働事業提案制度の実施事業を決定しました
■問い合わせ：市民協働課市民協働推進グループ☎内線 437

■問い合わせ：税務課資産税グループ☎内線 229

税務課から土地・家屋に関するお知らせ

　５月～６月に市と協働で実施したい事業の提案を募集したところ、下記の市民提案型協働事業（市民の提
案による協働事業）の提案がありました。提案は学識経験者や公募の市民委員などで構成する「市民協働推
進委員会」（委員長：流通経済大学・大橋純一教授）で、事業の公益性や協働の必要性などの視点で審査さ
れました。審査の結果は提言書にまとめられ、大橋委員長から中山市長へ提出されました。
　市では、下記団体との協働事業を実施することを決定しました。

●　土地・家屋の現地調査実施中！　ご協力をお願いします

　市では固定資産の価格を決定するために、固定資産税の基となる土地・家屋の現地調査を随時行っていま
す。調査には税務課職員が伺いますので、ご協力をお願いします。

❖家屋の取り壊し・増改築などをしたとき
❖店舗を改築して住宅の用途に変更したとき
❖土地の利用状況を変更したとき
　例：山林→太陽光発電施設／原野→駐車場
　　　隣接地の取得→自宅の敷地として一体利用

●　住宅改修に係る固定資産税の減額措置について

バリアフリー・省エネ・耐震改修工事を行った住宅に固定資産税の減額措置を行っています！

　減額措置を受けるには、対象工事費用が補助金などを除いて 50万円を超えており、工事完了後３カ月以
内の申告が必要です。申告すると、工事が完了した年の翌年度分について、対象家屋の固定資産税が減額さ
れます。詳しい要件などは市公式ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
※工事が完了している方で期限内に申告していない場合、減額できない場合がありますのでご注意ください

工事の種類 工事完了期間 減額の内容
バリアフリー改修工事

平成 30年
３月 31日まで

１戸当り 100㎡まで・固定資産税を３分の１減額
省エネ改修工事 １戸当り 120㎡まで・固定資産税を３分の１減額
耐震改修工事 １戸当り 120㎡まで・固定資産税を２分の１減額

土地や家屋の利用状況を
変更した場合、

税務課資産税グループへ
ご連絡ください！

■実施決定後の活動予定

　10 月下旬から事業を開始しています。広
報紙『りゅうほー』や、まちづくり・つなぐ
ネットを利用して多くの市民に参加を呼びか
け、一緒に芝桜の苗の植え付けや除草作業な
ど景観の維持管理を行う予定です。

提案団体名（実施年度） 事業の概要

たつのこ山
芝桜実行委員会
（平成 29年度）

【芝桜によるたつのこ山美観創出事業】
　龍ケ崎市のランドマークともいえる
「たつのこやま」に新たな観光資源の
一つとして、山の景観を利用した「芝
桜」による美観を創出し、市民はもと
より近隣から、その景観の演出により
人を呼び込めるスポットにしていくこ
とを目的とする事業です。
　この目的を達成するため、芝桜の植
え付けから管理について、市と協力し
ながら進めていきます。
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